
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 千葉県福祉援護会 

ローゼンホーム上山ヘルパーステーション 

訪問介護事業 重要事項説明書 

介護予防・日常生活支援総合事業 

訪問型サービス 重要事項説明書 

 



ローゼンホーム上山ヘルパーステーション 

訪問介護事業／介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 

重要事項説明書 

【令和８年４月１日版】 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

   ローゼンホーム上山ヘルパーステーション 

   電話番号：０４７－４０４－８８７７ 

   携  帯：０８０－３９３２－４６６２ 

   受  付：午前９時００分～午後５時３０分（平日） 

 

 

２．当事業所の概要 

（１）基本理念、基本方針、行動指針 

  【重要事項説明書別紙】をご参照下さい。 

 

（２）訪問介護／介護予防訪問型サービスの事業所番号及びサービス提供地域 

事 業 所 名            ローゼンホーム上山ヘルパーステーション 

所 在 地            千葉県船橋市上山町２－２８６－１ 

介護保険指定事業所番号 １２７０９０７１２２ 

通常のサービス提供地域 船橋市 

 

（３）職員体制 

 員 数 備 考 

管 理 者 1 名 併設事業所兼務 

サービス提供責任者 2 名  

訪 問 介 護 員 2.5 名以上 併設事業所兼務 

＊職員の配置については指定基準を遵守しています。 

 

 

（４）営業時間 

毎週 月曜日～金曜日 
午前９時００分～午後５時３０分 

サービス提供時間は２４時間、３６５日 

休業日 祝祭日及び１２月２９日から１月３日 

＊ 緊急連絡先：０４７－４０４－８８７７ 
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３．基準サービスの内容 

（１）身体介護中心型 

・食事介助：食事準備（手洗い、食事を温める） 

     食事中の見守り（細かくほぐす） 

食事介助 

     食事の後始末（下膳、食器洗い）等の介助を行います。 

・排泄介助：トイレへの誘導、脱衣、後始末、着衣、居室への誘導等の介      

助を行います。 

・そ の 他：移動・移乗介助、入浴介助、洗髪、体位交換、通院介助（院内は

含まず）、起床・就寝介助 

（２）生活援助中心型 

 ・買 い 物：日常品等の買物、品物や釣り銭の確認等を行います。 

 ・掃 除：居室内、トイレ及び洗面所等の掃除を行います。 

 ・そ の 他：調理、洗濯、衣料の整理、被服の補正等 

 

４．基準外サービスの内容 

   〔別紙有料サービス一覧表〕をご参照下さい。 

 

５．利用料金 

（１）基準サービスに係る利用料金 

お支払いいただく料金は、〔別紙料金表〕のとおりです。 

 

（２）基準外サービスに係る利用料金 

〔別紙有料サービス一覧表〕に定めた料金をお支払いいただきます。 

 

（３）その他 

  ・サービス提供地域外の送迎（事業所から、片道１km あたり 10 円）について

自己負担して頂く場合があります。 

 ・居宅においてサービス従業者がサービスを実施のために使用する水道・ガス・

電気・電話の費用は、自己負担して頂きます。 

 

６．支払い方法 

   毎月、１０日までに前月分の請求書をお届け致しますので、２０日（口座

引き落とし）までにお支払い下さい。ただし、千葉銀行以外での口座引き落

としの場合は、翌月２３日までとなります。現金でのお支払いはご遠慮くだ

さい。お支払い頂きますと領収証を発行致します。 

   お支払いは、【契約書別紙】に記載して頂いた方法でお支払い下さい。なお、

支払方法の変更がある場合は、変更手続きをお願い致します。 
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７．キャンセル料規定 

ご利用の２４時間前までにご連絡頂いた場合 無  料 

ご利用の２４時間前までにご連絡がなかった場合 当日の利用料金の１０％ 

 

８．利用中の中止 

   次の事由に該当する場合は、利用途中でもサービスを変更・中止する場合

があります。 

① ご利用者が利用途中にサービスの中止を希望した場合 

   ② 利用当日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

   ③ 利用中に体調が悪くなった場合 

   ④ その他サービスの中止にあたり、正当な理由がある場合 

 

９．サービスの利用方法 

お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。                

サービスの提供の依頼を受けた後、契約を結び、訪問介護計画／介護予防訪

問型サービス計画を作成して、サービスの提供を開始します。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員

へご相談下さい。 

 

10．契約の終了 

（１）ご利用者のご都合で契約を終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１４日以上前までに文書にてお申し出く

ださい。 

 

（２）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

   ① ご利用者が、利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、利用料金を支払

うよう催告したにもかかわらず、７日以内に支払われない場合 

   ② ご利用者やその家族などが当事業所や当事業所の職員に対して本契約

を継続し難いほどの背信行為を行った場合 

   ③ やむを得ない事情により当事業所を閉鎖もしくは縮小する場合は１ヶ

月前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させ

ていただくことがございます。なお、この場合、契約終了後の予約は

無効となります 

 

（３）自動的にサービスを終了する場合 

   ① ご利用者が介護保険施設に入所した場合    

② 介護給付でサービスを受けているご利用者の要介護状態区分が非該当

（自立）と認定された場合 

   ③ ご利用者がお亡くなりになった場合等、被保険者資格を喪失した場合 
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（４）直ちにサービスを終了する場合 

   ① 利用者は事業者に対して文書で通知することにより、直ちにこの契約

を解約することができる場合 

      ・正当な理由なくサービスを提供しない場合 

      ・守秘義務に反した場合 

      ・ご利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

      ・当事業所が破産した場合 

   ② 事業者は利用者に対して文書で通知することにより、直ちにこの契約

を解約することができます 

      ・サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよ

う催告したにもかかわらず７日以内に支払われない場合 

      ・正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合 

      ・事業者や事業者の職員または他の利用者に対してこの契約を継続

し難いほどの背信行為を行った場合 

      ・他の事業者との間で結んだ契約により当事業所の利用ができなく

なる場合 

 

※この契約を継続し難いほどの背信行為の具体的な内容 

      ・職員に対して行う暴言・暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの言動。 

      ・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

       ・サービス利用中に当事者の了解なしに利用者本人以外の写真や動   

       画の撮影録音をする行為。また、撮影物や録音物などを当事者の

了解なしにインターネットなどに掲載する行為。 

その他、職員や他利用者が著しく苦痛と感じる行為についても該

当する場合があります。 

 

11．事業所の特徴 

事  項 有無 備   考 

時間延長 有 要相談（緊急時のみ） 

男性訪問介護員 有  

従業員への研修 有 年間計画に基づき実施 

サービスマニュアル 有  

 

12．サービス利用に当たっての留意事項 

（１）サービス提供時間・内容 

（２）体調確認 
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（３）体調不良等によるサービスの中止・変更 

 

13．緊急時の対応 

体調の変化等、緊急の場合は【契約書別紙】に記載のある緊急連絡先に連

絡いたします。なお、緊急連絡先の内容に変更ありましたら速やかに変更手

続きを致します。 

 

14．個人情報の使用について 

（１）使用目的 

・個人情報は、訪問介護事業/介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス

契約書（第１０条）に基づき、各種計画書の作成に必要な場合及び福祉サービ

ス等を円滑に実施するため、関係機関との連絡調整やサービス担当者会議等に

おいて必要な場合 

・施設の活動内容等をお知らせさせていただくため、法人ホームページや機関

誌等に写真・氏名等の掲載 

（２）使用条件 

 ・上記に記載する目的の範囲内とします。また、個人情報は法人の定める個人

情報管理規定に基づき、適切に管理いたします。 

（３）個人情報の内容 

 ・個人情報とは訪問介護事業/介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス

契約書（第１０条）に基づく福祉サービス等を提供する上で必要な次に掲げる

ものとします 

  ①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が支援を行うために最低

限必要な入居者や家族個人に関する情報等 

  ②入居者及びその家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は、識別され得る情報 

（４）使用する期間 

 ・使用期間は、令和   年  月  日から契約終了日までとします。 

 

15．ご要望、苦情等の受付窓口 

当事業所のサービス等についてご利用者またはご家族からいただいたご要

望、苦情等につきましては、できる限り事業所内において改善を図るよう努

めてまいりますが、事業所を設置運営する社会福祉法人千葉県福祉援護会に

て設置する『苦情解決委員会』に直接ご意見等をお寄せいただくこともでき

ます。この『苦情解決委員会』には、中立公正な立場で苦情解決第三者委員

をおいております。 
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（１）社会福祉法人千葉県福祉援護会『苦情解決委員会』の概要 

・第三者委員名 廣瀬 賢治 （船橋市社会福祉協議会評議員） 

佐々木マサ子（法典地区民生委員） 

飯塚 益代 （元船橋市立保育園 職員） 

長嶋 洋二 （千葉市社会福祉協議会生浜地区部会長） 

 

・連絡先   社会福祉法人 千葉県福祉援護会 

           〒２７３－００４７ 千葉県船橋市藤原８－１７－２ 

           電話番号 ０４７－４２９－６８７１ 

 

 

（２）その他の窓口 

    当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができ

ます。 

    市町村名 船橋市      

    担  当 介護保険課    電話 ０４７－４３６－２３０４  

 

16．当法人の概要 

法 人 種 別 ・ 名 称              社会福祉法人 千葉県福祉援護会 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名              理 事 長   繁 田 高 広  

本部所在地・電話番号                千葉県船橋市藤原８丁目１７番２号 

０４７－４２９－６８７１ 

 

17．福祉サービス第三者評価の実施の有無 

   実施無し 

 

18．その他 

   法令に基づき、以下の担当者を配置しています。 

（1）当事業所における法令遵守責任者 

法令遵守責任者  花野井 浩一  副法令遵守責任者 小林 陽司 

（2）当事業所における虐待防止責任者 入倉 正俊 
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【定款の目的に定めた事業】 

１．第１種社会福祉事業 

①障害者支援施設「誠光園」の設置経営 

②障害者支援施設「ローゼンヴィラ藤原」の設置経営 

③特別養護老人ホーム「ローゼンヴィラ藤原」の設置経営 

④軽費老人ホームケアハウス「ローゼンヴィラ藤原」の設置経営 

⑤特別養護老人ホーム「ローゼンヴィラはま野」の設置経営 

２．第２種社会福祉事業 

①身体障害者福祉ホーム｢船橋市身体障害者福祉ホーム若葉｣の管理の代行及び経営 

②障害福祉サービス事業（短期入所 誠光園） 

③障害福祉サービス事業（生活介護 誠光園） 

④障害福祉サービス事業（短期入所 ローゼンヴィラ藤原） 

⑤障害福祉サービス事業（多機能型  生活介護  就労継続支援Ｂ型  オーヴェル） 

⑥障害福祉サービス事業（生活介護 アトリエ プレジュ） 

⑦老人デイサービス事業（ヴェルフ藤原） 

⑧老人短期入所事業（ローゼンヴィラ藤原） 

⑨老人短期入所事業（ローゼンヴィラはま野） 

⑩老人デイサービス事業（ローゼンヴィラはま野デイサービスセンター） 

⑪老人デイサービス事業（ローゼンホーム上山デイサービスセンター） 

⑫地域生活支援事業（相談支援 誠光園） 

⑬地域生活支援事業（相談支援 ヴェルフ藤原） 

⑭障害児通所支援事業（ローゼンヴィラ藤原） 

⑮保育所「ローゼンかみやま保育園」の経営 

⑯保育所「ローゼンそが保育園」の経営 

３．公益事業 

①居宅介護支援事業（ヴェルフ藤原） 

②居宅介護支援事業（ローゼンヴィラはま野） 

③地域包括支援センター「千葉市あんしんケアセンター蘇我」（千葉市 日常生活圏域中央区№５） 

④介護予防支援事業（千葉市 日常生活圏域中央区№5） 

⑤地域包括支援センター「船橋市法典地域包括支援センター」 

⑥介護予防支援事業（船橋市 法典地区コミュニティ） 

⑦地域包括支援センター「千葉市あんしんケアセンター稲毛」（千葉市 日常生活圏域稲毛区№4） 

⑧介護予防支援事業（千葉市 日常生活圏域稲毛区№4） 

⑨地域支援事業を市町村から受託して実施する事業（船橋市二次予防事業対象者通所型介護予防事業） 

⑩サービス付き高齢者向け住宅の経営（ローゼンホーム上山） 

⑪居宅介護等事業（ローゼンホーム上山ヘルパーステーション） 

⑫居宅介護支援事業（ローゼンホーム上山ケアプランセンター） 
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令和   年   月   日 

 

訪問介護／介護予防訪問型サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書

および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

    事業者 

     所在地  千葉県船橋市上山町２－２８６－１ 

     名 称  ローゼンホーム上山ヘルパーステーション 

     説明者  所属                

 

          氏名             印  

 

 私は、契約書および本書面により、事業者から訪問介護／介護予防訪問型サー

ビスについての重要な事項の説明を受けました。なお、私および私の家族の個人

情報の使用についても、必要な場合は、医療機関及び関連事業者等に対して提供

することに同意します。 

 

利 用 者 

 

    〔住  所〕                    

 

 

    〔氏  名〕              印     

    

 

代 理 人 

 

    〔住  所〕                    

 

 

    〔氏  名〕              印     

 

 

   身元引受人 

 

    〔住  所〕                    

 

 

    〔氏  名〕              印     
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